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厚生常任委員会会議録 

                     

 平成１６年３月１５日午前９時００分から第一会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

        ◎木田 守彦    ○中西 和夫    西谷 剛周 

     森河 昌之    里川 宜志子 

 

２．理事者出席者 

        町    長 小城 利重    助    役 芳村  是 

         収   入  役 中野 秀樹    総 務 部 長       植村 哲男 

     住民生活部長  中井 克巳    福 祉 課 長        野崎 一也 

     同課長補佐       寺田 良信    同課長補佐       西梶 浩司 

     健康推進課長 西田 哲也    同課長補佐       植村 俊彦 

     環境対策課長  清水 孝悦    同課長補佐       乾  善亮 

     同課長補佐       栗本 公生      住 民 課 長       西谷 桂子 

      同 係 長        清水 昭雄 

 

３．会議の書記 

          議会事務局長 浦口  隆       同  係  長  猪川 恭弘 

 

４．審査事項 

          別紙の通り 
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委員長  

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

福祉課長 

 

 

 

 

福祉課長 

 

 

 

 

開会 （午前９時００分） 

署名委員 森河委員、里川委員 

 

 おはようございます。 

全委員出席されておりますのでただいまより、厚生常任委員会を開会

いたします。 

 それでは、本日の会議を開きます。 

始めに町長の挨拶をお受けいたします。小城町長 

 

 （ 町長挨拶 ） 

 

 まず最初に本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

署名委員に、森河委員、里川委員のお二人を指名いたします。 

 

 本日予定しております審査案件は、お手元に配布しておりますとお

りでございます。 

 初めに、本会議からの付託議案についてであります、（１）議案第

２号、斑鳩町次世代育成支援行動計画策定協議会設置条例についてを

議題といたします。理事者の説明を求めます。 

 

 それでは議案第２号、斑鳩町次世代育成支援行動計画策定協議会設

置条例について、まず議案書を朗読させていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 ３枚目の要旨の朗読をもって、ご説明とさせていただきたいと思い

ます。 

 

 （ 要旨朗読 ） 
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福祉課長 

 

 

 

 

委員長 

 

里川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉課長 

 

 以上簡単でございますが、議案第２号、斑鳩町次世代育成支援行動

計画策定協議会設置条例につきましてのご説明とさせていただきま

す。よろしくご審議の上、原案どおりご承認賜りますようお願いいた

します。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 前回の委員会でこの協議会の委員構成ですね、どういうふうに考え

ているのかということで、一応お考えだけはお聞きしたんですが、そ

して推進本部みたいなのを作るのかということもお尋ねをして、作ら

ないということも前回お聞きしているんですが、ただ、この問題につ

いては非常に重要な、行政にとっても重要な事項であると考えてまし

て、斑鳩町もこういった次世代を育成する意味での少子化対策であっ

たり、青少年問題であったりいろんな事をやっているわけですね。こ

の計画を作ることによって、一貫性を持たせるような取り組みになる

ように是非とも対応してほしいと思ってるんです。今、テレビを点け

ても虐待とか、通り魔の事件があって、子どもが被害を受けるような

事件が多数起こっている中で、子どももひとりの人間として弱いもの

というのではなくて、子どもの人権の問題、それと１９９４年、平成

６年に批准されました子どもの権利条約に基づく、我々大人の考え方、

子ども自身にそういった国際的に認められる、子どもの権利条約なん

かの認識、本人が持つというようなことも含めて、この次世代育成に

ついては本当に真剣に行政も考えを持って、計画を立てて協議会を運

営していただきたいと思うんですが、その上において、前回、委員の

考え方も示していただきましたけど、もう一度、この間一般質問もあ

り、いろいろありましたので、もう一度協議会の委員の考え方につい

てお尋ねをして、確認をしておきたいと思うんですけれども。 

 

 子どもの権利条約についてのいろいろな関係でそういう、また認識

を持っておられる方も委員としてどうかというお話であるかと思いま
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里川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉課長 

 

す。里川委員がおっしゃいましたように、平成６年４月に条約につい

て批准されたわけでございます。子どもに係わるいろいろな権利が擁

護されるように施策を推進することが要請されているところでござい

ます。このことから、現在考えております委員構成につきましては、

そういった立場からでの委員ということで奈良県中央子ども家庭相談

センターとか、奈良県中和福祉事務所とか、いくつか児童福祉の専門

機関の方々、並びに教育関係者というような方を委員として入ってい

ただくということで、今考え方を持っております。 

 

 前回、わりと詳しく言っていただいたので、私も逆に心配したんで

すが、本当にこの計画、いい計画が作れるように委員の選考について、

よく検討してやって欲しいなということなんです。それと、先程言い

ました、青少年問題について、ここが一番町としても、行政としても

次世代、直ぐ目の前の次の世代を担う子どもさん、年金問題とか、い

ろいろ社会問題となっているような状況がある中で、こういった若い

年齢層の、青年といわれる若い年齢層の方達にもきちっとした取り組

みが出来ないか、幼稚園や保育所や小学校、中学校、ここまでは町立

のものもあって親御さんの目も届く、行政側の関与もある程度できる

ということなんですが、中学校卒業した以降がなかなか難しいと、こ

ちらの方も状況把握がしにくいとか、いろんな行政の取り組みの中で

も一番そこが薄く弱いというような状況があるわけですよね。だから

その辺のことが、よく解るような方にも委員に入っていただきまして、

是非ともこの協議会の中でいい計画が作れるような努力を担当にもし

ていただけたらと思っているんですが、この推進法の中で国が示して

いる指針にも、青少年の関係も入っていると私は思ってるんですけど、

そこのところもう一度担当のお考えを聞かせていただきたいと思いま

す。 

 

 今おっしゃいました関係でございます。１６年度で策定いたします

行動計画の中に盛り込むべき施策の内容といたしまして、地域におけ
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里川委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

福祉課長 

 

 

 

る子育て支援として中学生、高校生の活動拠点としての青少年教育施

設の計画的な整備、並びに体系的な研修や人材の育成等、関係機関と

の連絡、協力体制の構築を図ることとされておりまして、また、性の

逸脱行動の問題点、青少年非行等の問題についても、地域ぐるみの支

援体制が図れるような計画となるようなことで、今現在、検討してま

いりたいと考えております。 

 

 とにかく、この次世代育成支援につきましては、いろいろな分野で、

いろんな事に精通した方のご意見も聞き、そして斑鳩町が持つ、いろ

んな施策と連携していけるような、そういった形で協議会の運営をし

ていただきたいということを重ねてお願いをしておきたいと思いま

す。 

 

 他にございませんか。 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第２号については当委員会として

満場一致で可決すべきものと決しました。 

 

 次に、（２）議案第３号、斑鳩町障害者福祉計画検討委員会設置条

例についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 

 

 議案第３号、斑鳩町障害者福祉計画検討委員会設置条例についてに

つきまして、まず議案書を朗読させていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 
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福祉課長 

 

 

 

 

福祉課長 

 

 

 

委員長 

 

里川委員 

 

 

 

 

 

 

福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案書３枚目の要旨によりまして朗読をもってご説明とさせていた

だきます。 

 

 （ 要旨朗読 ） 

 

 以上簡単でございますが、議案第３号、斑鳩町障害者福祉計画検討

委員会設置条例につきましてのご説明とさせていただきます。よろし

くご審議の上、原案どおりご承認賜りますようお願いいたします。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 この計画については検討委員会以前に、１１年に策定するに当たっ

て委員会を持っていたわけですが、今度再度委員会を設置するという

ことになりまして、これは委員会の構成としては前の委員会のメンバ

ーさんなんかには入っていただく予定になっているのか、どんなふう

な考え方されてるのか、全然別個にまた、委員さんをお願いするのか、

そういったところについてお尋ねをしておきたいと思います。 

 

 委員の構成でございますが、町で案として考えておりますのは、条

例にも掲げさせてもらっておりますように、斑鳩町議会議員の方、学

識経験のある方、その他町長が必要と認める方の以上、９名以内をも

って構成させていただくわけでございます。その中で学識経験のある

方といたしましては、一応案でございますが、奈良県中和福祉事務所、

奈良県郡山保健所、民生児童委員の障害者部会、福祉作業所、斑鳩町

障害者通所施設の虹の家、身体障害者福祉協会、斑鳩町手をつなぐ育

成会、社会福祉協議会等、前回の委員もその中に含まれておられるわ

けでございますが、こういった方々をもって委員構成ということで考

えております。 
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里川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

 

健康推進

課長 

 

 

 いろいろ作業所関係とかで役員になられている方が入れ替わってい

たりとか、という問題もあると思うんですけれど、前回策定するまで

にその時にいろんな意見が出ていて、いろいろ検討して積み残してい

る問題なんかもあるんですが、そういったことも分かっておられる委

員さんなんかも、入っていただけたら有り難いと、行政関係の方も役

職が変わっておられて、全く変わっているとかということもあるかも

分かりませんけど、全く入れ替わるというような状況ではなく、出来

たら前回の委員さんもいくらかの割合で引き継いでいただくような状

況があったほうが、この計画の策定についてはスムーズにいくのでは

ないかなと思っておりますので、その辺のご配慮をまたいただけたら

有り難いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 他にございませんか。 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第３号については当委員会として

満場一致で可決すべきものと決しました。 

 

 次に、（３）議案第６号、平成１５年度斑鳩町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）についてを議題といたします。理事者の説

明を求めます。 

 

 それでは議案第６号についてご説明申し上げます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 
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健康推進

課長 

 

 

健康推進

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは予算書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

 

 （ 予算書朗読 ） 

 

 歳出よりご説明させていただきたいと思います。１０ページをお開

きいただきたいと思います。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、第２５節の

積立金、４千円の増額でございます。これにつきましては財政調整基

金の利子が確定したことから基金積立金、４千円の増額をお願いする

ものでございます。次に第２款保険給付費で、保険給付費の支出が当

初予算を上回る見込みであるため、第１項療養諸費、第１目一般被保

険者療養給付費につきまして８，０３６万１千円、１１ページの第３

目一般被保険者療養費につきまして１０５万円、また第２項高額療養

費、第１目一般被保険者高額療養費につきまして６８７万２千円の増

額をお願いするものでございます。 

 歳入でございますが、７ページをお開きいただきたいと思います。

第２款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目療養給付費負担金につ

きまして、５，２３６万円、第２項国庫補助金、第１目財政調整交付

金につきまして２，２７２万４千円の増額補正をお願いするものでご

ざいます。また、８ページの第５款、第１項、第１目の共同事業交付

金につきまして、１，３１９万９千円の増額補正をお願いするもので

ございます。第６款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び

配当金につきましては財政調整基金の利子が確定したことによりまし

て、４千円の増額補正をお願いするものでございます。次に９ページ

で、奈良県国民健康保険団体連合会におきまして、新保険者事務共同

電算処理事業助成金が新設されたことにより、この助成金を受け入れ

るために第９款諸収入、第２項、第６目雑入におきまして２０万円を

増額いたしまして、その分第７款繰入金、第１項他会計繰入金、第１

目一般会計繰入金のうち、第２節の職員給与費等繰入金を２０万円減

額する補正をお願いするものでございます。 
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福祉課長 

 

 

 

 

福祉課長 

 

 

 

 

 以上簡単でございますが平成１５年度斑鳩町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第４号）の説明とさせていただきます。よろしくご審

議の上、原案どおりご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第６号については当委員会として

満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて、（４）議案第７号、平成１５年度斑鳩町介護保険事業特別

会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。理事者の説明

を求めます。 

 

 議案第７号、平成１５年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）について、まず議案書を朗読させていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 補正予算の内容につきましては、予算に関します説明書の歳入歳出

補正予算の事項別明細書によってご説明させていただきます。 

 まず、１１ページの歳出からご説明させていただきます。第２款介

護給付費、第１項介護サービス等諸費、第１目居宅介護サービス給付

費で既定予算額に２，５０８万２千円を増額し、計３億３，４６５万
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１千円とするもので、平成１５年度の介護保険における給付総額を推

計するにあたり、現在までの実績から今後の給付を推計いたしますと、

事業計画を上回ることが見込まれるため、その超過分におきまして増

額補正をお願いするものでございます。次に第４款基金積立金、第１

項基金積立金、第１目介護保険給付費準備基金積立金では、介護保険

準備基金積立金の利子の確定によりまして、既定予算額から６千円を

減額し、計６４２万９千円とするものでございます。 

 次に歳入ですが、７ページで、第３款国庫支出金、第１項国庫負担

金、第１目介護給付費負担金では超過給付額に相当する、それぞれの

割合におきまして既定予算額に５０１万６千円を増額し、計２億２，

１７１万７千円とするものでございます。次に第２項国庫補助金、第

１目調整交付金では平成１５年度の交付額が決定し、その決定額が予

算額に比較して少額であったことから、４７９万７千円の減額補正を

お願いするものでございます。次に８ぺージで、第４款支払基金交付

金、第１項支払基金交付金、第１目介護給付費交付金では国庫負担金

の介護給付費負担金と同じく、超過給付額に相当するそれぞれの割合

におきまして８０２万６千円の増額補正をお願いするものでございま

す。次に第５款県支出金、第１項県負担金、第１目介護給付費負担金

につきましても、超過給付額に相当するそれぞれの割合におきまして

３１３万６千円の増額補正をお願いするものでございます。次に９ペ

ージの第６款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金

では介護給付費準備基金積立金の利子が確定によります６千円の減額

補正をお願いするものでございます。次に第８款繰入金、第１項一般

会計繰入金、第１目介護給付費繰入金では平成１５年度の介護保険に

おける給付総額を推計するに当たりまして、現在までの実績から今後

の給付を推計いたしますと事業計画を上回ることが見込まれるため、

町負担分も増加することになり、一般会計より３１３万６千円の繰入

をするものでございます。次に１０ページの第２項基金繰入金、第１

目介護給付費準備基金繰入金では超過給付額に相当するそれぞれの割

合において、既定予算額に１，０５６万５千円を増額し、計１，９６
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委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

福祉課長 

 

 

 

６万円とするもので、繰入金の増額補正をお願いするものでございま

す。次に補正予算書の１ページにお戻り下さい。 

 

 （ 予算書朗読 ） 

 

 以上簡単でございますが、議案第７号、平成１５年度斑鳩町介護保

険事業特別会計補正予算（第３号）についての説明とさせていただき

ます。よろしくご審議の上、原案どおりご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第７号については当委員会として

満場一致で可決すべきものと決しました。 

 

 次に継続審査案件について、（１）（仮称）総合福祉会館整備計画

についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 

 

 冒頭の挨拶にも町長からご説明いただきましたところでございま

す。今後の進め方につきましても、今現在検討させていただいている

ところでありまして、併せて事業用地につきましても研究をしてまい

りたいと考えております。今後につきましては再度また、委員皆様方



 - 12 - 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 
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にもご相談を申し上げながら、考えていきたいと考えております。 

 なお、本施設の建設につきましては、本町の重点施策でもあります

ことから、事業着手の目途が立ち次第、早急に対応していきたいと考

えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終りましたので、質疑意見があればお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 ここで、お諮りいたします。本件については当委員会として、閉会

中も引き続き審査を要することとして、継続審査案件の取り扱いをさ

せていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしとみとめます。 

（仮称）総合福祉会館整備計画については、当委員会として閉会中も

引き続き審査をおこなうことといたします。 

 議長におかれましては、継続審査の手続きをとっていただけるよう

お取りはからいをお願いいたします。 

 本件については、説明を受け一定の審査を行ったということで終り

ます。 

 

 次に、各課報告事項について、（１）議案第５号、平成１５年度斑

鳩町一般会計補正予算（第８号）についての内、当委員会所管に属す

るものについて、理事者の説明を求めます。 

 

 議案第５号、平成１５年度斑鳩町一般会計補正予算（第８号）につ

きまして福祉課所管にかかります補正予算の内容についてご説明させ
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ていただきたいと思います。補正予算書の１５ページをお願いします。

歳出ですが、第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務

費、第２５節積立金におきまして、福祉基金としてご寄附いただきま

いした３０万円を積立金に増額補正するものでございます。次に第３

目老人福祉費で福祉基金の利子の確定によります財源振替を行うもの

でございます。次に第１３目介護保険事業繰出金では平成１５年度の

介護給付費の増額が見込まれることから、一般会計から負担いたしま

す介護給付費繰出金、３１３万６千円の増額補正をお願いするもので

ございます。次に第１４目（仮称）総合福祉会館建設事業費でござい

ます。町債の増額補正によります財源振替を行うものでございます。

次に５ページの第２表、繰越明許費におきまして、第３款民生費、第

１項社会福祉費、（仮称）総合福祉会館建設事業について、平成１５

年度内の用地取得が見込めない状況から平成１５年度内において計上

いたしておりました実施設計等の経費、３，６００万円を平成１６年

度に予算繰越させていただくものでございます。次に１１ページです

が、歳入でございます。第１５款寄附金、第１項寄附金、第１目寄附

金、第２節民生費寄附金で指定寄附金の受入れに伴います３０万円を

増額補正するものでございます。以上が福祉課所管にかかります一般

会計補正予算（第８号）につきましてのご説明とさせていただきます。 

 

 それでは健康推進課にかかります部分の説明をさせていただきま

す。１５ページをご覧いただきたいと思います。第３款民生費、第１

項社会福祉費、第１目社会福祉総務費、第２８節繰出金でございます。

国保特別会計補正予算第４号でご説明申し上げましたように、国保連

合会におきまして、新保険者事務共同電算処理事業助成金が新設され

たことに伴います繰出金の減額をお願いするものでございます。次に

１６ページですが、第４款衛生費、第１項保健衛生費、第５目老人保

健事業費の第１３節委託料ですが、３０４万４千円の増額補正をお願

いするものでございます。これにつきましては、基本健康診査の受診

者が当初見込みを大きく上回る見込みとなりましたことから、３０４
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万４千円の増額補正をお願いするものでございます。 

 以上が健康推進課に係わりましての一般会計補正予算（第８号）に

つきましてのご説明とさせていただきます。 

 

 環境対策課関係でございます。５ページの繰越明許費でございます。

４款衛生費、２項清掃費、鳩水園周辺対策事業でございます。この関

係につきましては稲葉車瀬集会所のものでございまして、用地買収と

集会所造成、また建築に係わります関係、許可に日数を要したため、

年度内に完成が見込まれない状態ということで、繰越明許としまして

次年度に繰り越しするというものでございます。以上です。 

 

 説明が終りましたので質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 他に理事者の方から報告はございませんか。 

 

 前回の２月の委員会で里川委員より介護保険の利用状況の分かるよ

うな資料を、年に１回か、２回程度、資料提示していただきたいとい

うことでのご意見をいただきましたので、今回介護保険の利用状況関

係につきましての資料を配布させてもらって、若干説明をさせていた

だきたいと思います。 

 

 休憩いたします。 

 

 （午前９時３１分 休憩） 

 （午前９時３２分 再開） 

 

 再開いたします。 
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里川委員 

 

 

 

 

 

 

 それではただ今お手元に配布させていただきました介護保険の関係

の状況について、ご報告をさせていただきます。 

 まず初めに、第１号被保険者数についてですが、平成１３年４月か

ら平成１６年２月までの実績から申し上げますと、第１号被保険者数

の６５歳以上７５歳未満の方は前期高齢者と申しますけれども、それ

のみが２，９１９人から３，１４２人で合計いたしますと、２２３人

の増となっております。また、７５歳以上の後期高齢者の伸びにつき

ましては１，８７４人から２，１８１人ということで３０７人の増と

なっております。要介護認定状況でございますが、要支援から要介護

５の介護度別の認定者数でございます。平成１３年４月から平成１６

年２月末の状況では、まず平成１３年４月では５１２人に対し、平成

１６年２月末では７９７人となっており、２８５人の増ということで、

約１．５倍の伸びの状況となっております。 

 次に給付状況でございますが、平成１６年１月の審査分までで、居

宅サービスにつきましては給付額３億３，８５０万１，１５５円、施

設サービスにつきましては給付額５億２，５５１万６，２１９円、高

額介護サービスでは給付額５５４万４，３４３円、審査支払手数料で

１４６万７，４５２円となっており、合計で８億７，１０２万９，１

６９円ということでございます。 

 以上、簡単ではございますが、資料のご説明とさせていただきます。 

 

 ただ今資料の説明を受けました。里川委員どうですか。 

 

 ありがとうございました。これで介護保険の事業をやっていただく

において人数的なものも、非常に増えてきている、介護保険の問題に

ついてはこれからも我々としてもしっかり考えて行かなければならな

い、ということがよく分かるものを出していただいたと思うんですが、

ただ、以前から私、保険料の徴収、１号被保険者の普通徴収の４期、

４期納付ですね。この問題について以前からずっと申し上げて来まし

たけれども、これを見ると、昨年保険料なんとか、基金の取り崩しと
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委員長 

 

 

 

 

 

里川委員 

 

 

 

 

いうことで保険料を値上げせずに、斑鳩町は頑張ってくれた訳なんで

すけれども、今後次の３年ごとの見直しでいきましたら、保険料の方

も厳しい状況が出てくると思うんです。これもう、保険料上げざるを

得ないような状況、この数字からいきましたらね、になってくるだろ

うなと。そのことと、それと今、税制改正される高齢者の控除の問題

ですね、税制改正の中の、そういった問題もありまして、非課税とい

う所得階層の枠の変動が見込まれるほか、いろんな問題絡まっている

と思うんですけど、ですから今度の保険料見直しをなさるときに納期

の問題ですね、ここはやっぱりきちっと考えていただきたい、保険料

は上がる、非課税世帯が所得制限が下がってくるということとか考え

ていったら、ますます普通徴収の方が困難な状況が出てくるのではな

いかなと、今でも、滞納の状況ね、特徴は天引きですからいいけれど

も、普通徴収のほうは各層で滞納の状況もみられると思いますので、

担当の方も、この滞納についても非常に努力していただいているとい

うことは私も承知しているんですけどね、やっぱり被保険者の皆さん

が支払をし易いような形を採っていただきたいということ、是非これ

からもまた検討を、さらにしていただきたいということでお願いをし

ておきたいと思います。 

 

 他にございませんか。 

 以上これら各課報告事項については、説明報告を受け、了承をした

ということで終わります。 

 続いて、その他について各委員からご質疑があればお受けいたしま

す。 

 

 住基ネットの関係で利用状況とか、ＩＣカードの発行の状況なんか

がその後どんなふうになっているのかが、私も気になってたんですけ

れども、今分かる範囲で結構ですので、それらの状況について教えて

いただきたいと思うんです。 
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 住基ネット、２月末現在でございますが、広域交付で承認いたしま

して発行しておりますのが９件、広域交付で発行しておりますのが９

件、カードを申請しておられますのが４３件、そのうち写真なしの申

請が３件でございます。既にカードを発行済みが４０件ということで、

委託している関係で即日発行ではございませんので、申請４３件で既

に受けていただいていますのが４０件ということで、３件の誤差がご

ざいますけども、以上です。 

 

 この間広域７町の議長会の総会に行ったときに、インフルエンザの

予防注射の料金についてということで、お聞かせしておきたいと思い

ます。中身の細かいことは言わなくても理事者は知っておられるけど

も、料金がゼロの状態だけども、７町でゼロになっていると、受益者

負担というのが、お互いの財源とかそういうのが厳しい中で、ゼロよ

りも幾らか取ってはどうかという話が出たわけです。中身の細かい資

料を貰ってますが、５，０２０円が現在いると、その中で広域７町の

各町が全然貰っていないと、ゼロにこした事はないけれど、財源が苦

しい中において町も負担を軽減するために受益者負担ということを考

えてくれたらどうかと、斑鳩町がゼロを若干上げていただくと、７町

揃うんじゃないかと、そのために斑鳩も上げてもらったらどうかとい

う話が出たわけです。うちとしても、揃えるという事は独禁法にもか

かってくることだし、研究する余地があるので、町長の考えも聞いて

おくと、その点の中で返事するというところで終えてきました。各町

は議長会の中で持って帰って検討する余地もあるのと違うかというこ

とで話題になったわけです。町長、その中身を、考えを持っていただ

いたら、有難いなと思って、言わせて貰いましたが。 

 

 この関係については、私のほうが議員の皆様方の中で施設のところ

でインフルエンザが流行って、高齢者の死者が出たということの中で、

インフルエンザのワクチン接種をしてはどうかということでございま

して、そして早速取り入れたわけですが、その年度は途中でしたから、
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医師会によりますとワクチンの確保が足りないということで、一部批

判を受けたこともございます。この関係等について、斑鳩町が一番初

めに取り組んだ中で、２年目からは国から交付税算入ということがで

てまいりまして、そういうことも踏まえる中で、町としては２年目か

らは、特に８月ぐらいにインフルンザの接種の募集を募って、医師会

の先生方等にワクチンの確保をいただいたと、いうことで順調にいっ

たわけでございます。その中でまた８月ぐらいに募集しても、１１月、

１２月にインフルエンザが流行ってくる中で、早すぎるのではないか

ということで、医師会にもお願いをしながら、出来るだけそういう点

については、緩和できるようなことができませんかということもお願

いをしてまいりました。その点は弾力的に運用されると、今年で３年

目になっていますけれども無料です。ただまあ、奈良新聞等、そうい

う新聞等で、広域７町は５，０２０円という接種料、中には２，００

０円とか、３，０００円とかいうところもあると出たわけですけども、

私はこれは斑鳩町が取り組んだ中でございますから、そして７町が追

随されて、無料にされたわけです。いまさら、私は仮に斑鳩町は、値

段は少し負担を取ってほしいということは、私は現在そういうことは

考えておらない、医師会とも協議をしながら、こういう施策というの

は、できるだけインフルエンザの接種を受けてくださいといって、そ

れを予防することによって、医療費の関係等についても、何らかの予

防ができるのではないかと、どうしても国保でも影響するのは丁度年

度末に風邪が流行って、風邪の関係でいっぺんに国保税が圧迫される

ということも再三あるわけでございます。これらのことを含めますと、

予防ということも考える中で、医師会ともご相談申し上げて、５，０

２０円の料金が高い、安いというよりも、出来るだけ均衡を保てるよ

うな施策というのか、医師会とも協議をして５，０２０円を若干安く

してもらうとか、そういう協議をしていくことが一番大事だと思いま

す。町としては森川委員がおっしゃっていただくように、広域７町は、

斑鳩町さんが負担を取ったら、皆さん良いということでおっしゃいま

すけども、私の施策はやっぱり、最初に出発して無料でやってきたと
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課長 

 

委員長 

 

 

 

いう中から、今現在、こうして圧迫するということで負担金を取ると

いうことは当面考えておらないということで、ひとつお願いをしたい。

他の町については、１，０００円取られようが、そういうことの協議

の中で進められたと思いますけども、本町としては出来るだけこの種

の関係等については、出来るだけ高齢者等、或いは少子化の中で子ど

もさん等については医療費のいる分について、出来るだけ努力をしな

がらいろいろと経費かかりますけども、どこかで経費を節減しながら

でも無料で当面は継続していきたいと考えております。 

 

 ちょっと教えていただきたいんですが、先日目のご不自由な方とお

話をしているときに、信号機の問題で、信号が赤になったり、青にな

ったりしたら、そのキャッチできる機械というんですか、目の不自由

な方、音声ではなくて、その、今は青になったから、今、赤や、黄と

かいう、キャッチできる機械があると、そういうのが、付いている、

個人が持つ、障害者の方が持たれるものだと思うんですが、この意味

がもうひとつ良く分からなかったので、目の不自由な方用の何か信号

の装置があるのかどうかというのを、担当も、今急に言ったらお分か

りではないかもわかりませんが、一度ちょっとどういうものなのか、

知りたいなと思いますので、担当も研究してしていただきたいなと、

是非教えていただけたらと思うんですけど。 

 

 分かりますか。 

 

 今いわれております関係につきましては、うちの方で研究してご報

告いたします。 

 

 私から、昨日保育所の関係についてご相談いただいたんですが、１

件は、子どもさんが１０ヶ月を過ぎたということで、それで両親とも

に障害者であって、子どもさんも言葉を覚える時期に入ってきており

ますが、奥さんが聴覚障害者、旦那さんが身体障害者ということで、
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そして旦那さんは手話が出来ないということで、これから子どもさん

が成長するにつれて、言葉を覚えようとしても両親がそういう状態で

あれば言葉を覚えることが大変なんではないのかなということで、是

非とも保育所へ預けていただけないのかという相談があったのと、も

う１件は３歳と２歳の男の子と女の子の方ですが、保育所の募集は終

わったということで、その方には他町の保育所に行っていただいて、

町よりその補助はいたしますということで、我々はそういう斑鳩町内

の人の待機者を出さない、ゼロにするということで頑張らせていただ

いておりますが、それらについて、町の対応の仕方というのか、やは

り、斑鳩町は締め切ったから、他の町へ行ってもらって、その補助金

を出すというような、その対応の仕方はちょっとまずいのではないか

と思いますが、その２点についてお聞かせ願いたいと思います。 

 

 １点目の両親とも障害者ということで、子どもさんについても、そ

ういう言葉の対応について大変であるということでご相談に来られた

ということであります。今のところ、私ども確認できておりませんの

で、その辺、十分確認させて、報告させていただきたいと思います。

２点目の２歳、３歳児の入園の募集で来られてということで、定員が

いっぱいということで管外保育ということで、町外への斡旋というこ

とで町が対応したということでございますが、実際４月から入園とい

うことになりますと、対応につきましても、保育所の園児の人数、職

員数もございます中で、そういう形での対応という形になったと考え

ております。６月、７月、年度の月の途中で入ってこられる方もござ

います中で、今現在管外保育の斡旋もさせていただいたということで

ご理解願いたいと思います。 

 

 １番目の障害者の方ですが、はっきりと両親ともに障害者というこ

とで、やはり言葉を覚えるのに、両親が話されないということになれ

ば、子どもさんも言葉を覚えるのに一番適した時期に、その時期を逸

するのではないかということで出来るだけ、これはまだ町には相談に
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来ておられないのです。まだ、１０ヶ月ちょっと過ぎただけなので、

だからこういう方のお子さんを保育所で処置をしてもらえないかとい

うことを伺ったのです。それは可能ですか。 

 

 そういう関係であれば、町に来ていただくか、また電話をいただい

てですね、こちらから訪問でもしてそういう状況を、１０ヶ月ですか

ら、言葉がどうかということを詮索するのもどうかと思いますし、ご

両親がそういう状態だから、子どもがそうかということは断定できま

せんし、その辺は十分相談させていただいて、委員長からそういう点

があったらですね、教えていただいたら、係りがお伺いするか、来て

いただくか、相談に乗らせていただいて、子どもさんがより、いい道

を選んでいただくように努力いたします。 

 

 それと２番目の、これは６月とか、７月まで待ってほしいというこ

となんですか。それだけ待てば入園可能ということなのか、他町でも

そうして受け入れてもらってほしいということなのか、どういうふう

に取ったらいいのか。 

 

 当初、入園の希望もいただく中で、それから途中入所のことも考え

る中で保育士の確保というのをして、予算計上もさせていただいて、

臨時保育士等も含める中で保育士の確保をしておるところでございま

すけれども、今の段階では定員数というのは充足をしているような状

況で、その中で今、委員長からありましたように、３歳、２歳の子ど

もさんの関係につきましては、そういうことで定員で、いっぱいであ

るというような状況の中での、係りの担当者としては、そういうお話

をさせてもらったと思っております。そういうことで、ご説明の仕方

がまずかったと思うんです。そういう形で、今現在はいっぱいの状態

の中で、こういう管外保育という制度もありますのでという話をさせ

てもらうならば良かったのですが、直ぐ管外保育というような形の斡

旋ということでは、ちょっと担当としてはまずい対応でやったんでは
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ないかなと考えております。ただ、課長からありましたように、途中

入所というのも考えられますので、一応そういう形の分で、保育士の

確保もしておりますけれども、必ずしも途中入所で待っていただいた

ら出来るかということになれば、それもクエスチョンマークが付きま

す。といいますのは、保育士等の確保が見込みの中でやっております

ので、ただ、いろいろとご希望がある中で保育士等の確保もする中で、

出来るだけ途中入所も可能なような形での対応は現在もしておるんで

すけど、それ以上のことになりますと難しい面もございますけれども、

出来るだけそういう対応が出来るようにということで考えさせていた

だきたいと思います。 

 

 そうしたら、定員がいっぱいだということは管外保育の斡旋という

ことで、それは町が責任持って、どこかは斡旋してくれるということ

なんですか。もし、こちらで空きが出たら、そこで入れてくれるとい

うことでいいのか、どういうことですか。もう空かなかったら、ずっ

とだめということ。 

 

 委員長からご指摘をいただいているような状況でございますので、

我々として途中入所も可能なような形での協議というのを、保育士の

確保等のこともありますけども、協議をさせていただいて、検討させ

ていただくということでご理解いただきたいと思います。 

 

 今まで聞いていたのでは、斑鳩町は待機者ゼロというのか、今まで

からそういうので、進んで来てたから、そんなことあるように今まで

聞いたことなかったから、阿波保育所がいっぱいだったら、龍田保育

所にちょっとの間、まわってもらうというような、そういうのは聞い

ておったけど、斑鳩町内に住んでいて、保育所の募集、締め切ったか

ら、管外保育に行ってくださいというふうな対応されているというこ

とは初めて聞いたので、保育所を２園も廃園した経過もあるし、そう

いうことも考えたら、やはり斑鳩町の中に住んでいただいておりなが
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ら、働きに行っておられて、そして将来的に有望なお子さんを保育で

きないような状況になったら、行政として、我々としても、もっと前

向きに検討していかないといけないのではないかと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

 他にございませんか。 

 ないようですので、その他についてもこれをもって終ります。 

 

 これをもって本日の案件についてはすべて終了いたしました。 

 なお、本日の会議の委員会報告のまとめについては、正副委員長に

ご一任いただきたいがご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、閉会にあたり町長の挨拶をお受けします。 

 

 （ 町長挨拶 ） 

 

 これをもって閉会いたします。 

                  （午前９時５８分 閉会） 

 

 


